
歴まち計画の進⾏管理・評価及び計画の変更について

１ 歴まち計画の進⾏管理・評価制度

計画認定都市数 全国︓87都市
※ 令和４年３⽉25⽇時点

３ 令和４年度スケジュール
年度 時期 進⾏管理・評価

Ｒ４年度

本⽇ 第１回協議会 Ｒ４年度 実施事業について説明（諮問）
毎年12⽉上旬 国から進⾏管理・評価等の実施通知

１⽉ Ｒ４年度 進⾏管理・評価シート（案）作成
２⽉ 第２回協議会 Ｒ４年度進⾏管理・評価及び計画変更の意⾒聴取（答申）

年度末まで 計画変更の申請 → 国の認定 →（４⽉）市ホームページで公表

Ｒ５年度 ５⽉末まで 国へＲ4年度進⾏管理・評価シート提出
６⽉上旬 評価シートを市ホームページに掲載（公開）

２ 歴まち計画の変更について
＜ 歴史まちづくり法 抜粋 ＞

第五条第六項 要旨
市町村は、歴史的風致維持向上計画を作成しようとするときは、協議会の意見

を聴かなければならない。

最終評価
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